
15．水底土砂に係る判定基準

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 アルキル水銀化合物 20,900 19,000

2 水銀又はその化合物 6,600 6,000

3 カドミウム又はその化合物 4,950 4,500

4 鉛又はその化合物 4,950 4,500

5 有機燐化合物 23,100 21,000

6 六価クロム化合物 5,500 5,000

7 砒素又はその化合物 5,500 5,000

8 シアン化合物 6,600 6,000

9 ポリ塩化ビフェニル 33,000 30,000

10 銅又はその化合物 4,950 4,500

11 亜鉛又はその化合物 4,950 4,500

12 弗化物 6,600 6,000

13 ベリリウム又はその化合物 4,950 4,500

14 クロム又はその化合物 5,500 5,000

15 ニッケル又はその化合物 4,950 4,500

16 バナジウム又はその化合物 4,950 4,500

17 セレン又はその化合物 7,700 7,000

18 トリクロロエチレン 23,100 21,000

19 テトラクロロエチレン 23,100 21,000

20 ジクロロメタン 23,100 21,000 18～28の項目（VOC11項目）

21 四塩化炭素 23,100 21,000 について

22 1,2-ジクロロエタン 23,100 21,000 2項目以上の場合は

23 1,1-ジクロロエチレン 23,100 21,000 2項目めから 6,000円(税別)

24 シス-1,2-ジクロロエチレン 23,100 21,000 のセット価格が適用されます

25 1,1,1-トリクロロエタン 23,100 21,000 （11項目： 81,000円(税別)）

26 1,1,2-トリクロロエタン 23,100 21,000

27 1,3-ジクロロプロペン 23,100 21,000

28 ベンゼン 23,100 21,000

29 1,4-ジオキサン 23,100 21,000
VOCのいずれかの項目と同時依頼で
10,000円(税別)

30 チウラム 20,900 19,000

31 シマジン 20,900 19,000

32 チオベンカルブ 20,900 19,000

33 有機塩素化合物 13,200 12,000

税込単価(円) 税別単価(円) 摘　　　　　要

1 油分 5,500 5,000

2 油膜 - 上記油分の料金に含む

【廃棄物に含まれる金属等（昭和48年環境庁告示第14号）】

試　　験　　項　　目

31～32の2項目で 29,000円
(税別)のセット価格が適用され
ます

321,750円(消費税込)（33項目）

292,500円(消費税別)（33項目）

【油分等（昭和51年環境庁告示第3号）】

試　　験　　項　　目

セット価格合　　　　　　　計


